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▲明和橋から「こはやしの城」跡を
　のぞむ（⬇が城跡）

▲「こはやしの城」（現小林館）跡

宮
長
帳
』
裏
書
の
享
徳
二
年
（
一
四
五
三

年
）
八
月
二
十
八
日
の
記
事
で
す
。
こ

の
記
事
は
文
章
に
欠
損
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
部
分
を
抽
出
し
ま
す
と
、「
同
廿
八

日
い
□
ゑ
う
ち
い
り
こ
は
や
し
の
城
を

と
さ
れ
候
、
山
内
の
い
ち
そ
く
み
な
を

し
な
ひ
﹇　
　
　
　

﹈
け
る
間
そ
れ
を

は
し
め
て
や
か
て
」
で
す
。
前
後
の
史

料
を
含
め
て
享
徳
二
年
条
の
内
容
を
追

っ
て
み
る
と
、
享
徳
二
年
三
月
十
六
日
、

典て
ん

厩き
う

の
と
こ
ろ
に
蘆あ
し
な名
盛も
り

詮の
り

の
直
属
軍

の
松
本
筑
前
・
同
丹
後
が
攻
め
寄
せ
、

典
厩
方
は
負
け
て
高
田
館
（
会
津
美
里

町
）
に
逃
げ
込
み
ま
し
た
。
そ
こ
へ
白

川
氏
・
小
峯
氏
が
加
勢
し
た
の
で
落
城

し
、
典
厩
は
日
光
山
（
栃
木
県
日
光
市
）

に
落
ち
延
び
ま
し
た
。
八
月
十
二
日
に

な
る
と
典
厩
は
日
光
山
を
で
て
伊
南
の

河
原
田
氏
を
頼
り
、
二
十
八
日
に
「
こ

は
や
し
の
城
（
小
林
城
）」（
只
見
町
）

を
落
と
し
ま
し
た
。「
山
内
の
い
ち
そ

く
（
一
族
）」
に
続
く
と
こ
ろ
に
欠
損
が

あ
る
た
め
、
山
内
の
一
族
以
下
の
文
章

の
意
味
は
難
解
で
す
。
九
月
十
七
日
に

浜
崎
館
（
湯
川
村
）
に
入
り
ま
し
た
が
、

白
川
氏
・
小
峯
氏
が
浜
崎
館
を
攻
め
た

た
め
、
二
十
五
日
に
典
厩
は
自
害
し
ま

し
た
。
典
厩
が
誰
か
は
特
定
で
き
て
い

ま
せ
ん
が
、
か
な
り
の
実
力
を
も
っ
た

人
物
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
享
徳
二
年

の
内
乱
は
蘆
名
氏
の
跡
継
ぎ
を
め
ぐ
る

蘆
名
盛
詮
と
典
厩
の
争
い
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

史
料
か
ら
は
室
町
時
代
の
一
五
世
紀

中
頃
に
山
内
氏
が
実
在
し
た
と
い
う
こ

と
し
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

『
塔
寺
八
幡
宮
長
帳
』
長
禄
三
年

（
一
四
五
九
年
）
条

　

―
山
内
越
中
―

　

享
徳
二
年
か
ら
六
年
後
の
長
禄
三
年

（
一
四
五
九
年
）、『
塔
寺
八
幡
宮
長
帳
』

裏
書
の
長
禄
三
年
条
の
八
月
二
十
四
日
、

十
二
月
十
日
・
十
二
日
な
ど
に
山
内
越

同
時
代
史
料
が
語
る
只
見
の
歴
史
③

　
　
『
塔と

う
で
ら寺

八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
長な

が
ち
ょ
う帳

』
と
山
内
氏　

―
山
内
氏
の
初
見
史
料
―

▲『図書』より小林城跡

中
な
る
人
物
に
関
す
る
記
事
が
あ
り
ま

す
。
山
内
越
中
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名

字
か
ら
大
沼
郡
の
横
田
の
山
内
氏
一
族

と
思
わ
れ
ま
す
。
十
二
月
十
日
・
十
一

日
に
つ
い
て
は
、「
同
年
山
内
越
中
殿
、

御
屋
形
さ
ま
の
御
意
に
ち
か
わ
れ
候
て
、

十
二
月
十
日
二
越
中
在
所
へ
よ
せ
ら
れ

候
、
我
所
を
は
と
ら
れ
、
中
野
城
へ
い

ら
れ
候
、
御
屋
形
さ
ま
御
具
足
を
め
し
、

法
花
堂
二
御
陣
を
め
さ
れ
、
総
勢
城
を

三
ゑ
に
ま
き
候
、
あ
く
る
十
一
日
二
要

害
を
ち
候
て
、
越
中
殿
父
子
三
人
生
害

被
致
候
、」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
記

事
の
内
容
は
、
長
禄
三
年
山
内
越
中
は

御
屋
形
様
（
蘆
名
盛
詮
）
の
御
意
に
違

っ
た
た
め
、
十
二
月
十
日
に
在
所
を
攻

め
ら
れ
て
中
野
城
（
会
津
若
松
市
）
に

入
り
ま
し
た
。
盛
詮
は
自
ら
具
足
を
つ

け
て
法
花
堂
に
陣
を
張
り
城
を
三
重
に

取
り
囲
ん
だ
の
で
、
翌
十
一
日
に
城
が

落
ち
越
中
親
子
三
人
が
自
害
し
ま
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

山
内
越
中
は
黒
川
（
会
津
若
松
市
）

に
住
み
、
蘆
名
盛
詮
の
従
属
下
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

山
内
氏
と
伊
北
郷

　

中
世
の
伊
北
郷（
現
在
の
只
見
町
）は
、

山
内
氏
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
た
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
も
と
に
な
っ
た

の
は
江
戸
時
代
の
文
化
五
年
（
一
八
〇
八

年
）
に
編
さ
ん
さ
れ
た
『
新
編
会
津
風

土
記
』
の
大
沼
郡
大
塩
組
横
田
村
の
項

の
記
述
な
ど
で
す
。
そ
こ
に
は
山
内
氏

は
経つ

ね

俊と
し

が
文
治
五
年
（
一
一
八
九
年
）

奥
州
合
戦
の
軍
功
に
よ
り
源
頼
朝
か
ら

会
津
郡
伊
北
郷
と
大
沼
郡
金
山
谷
の
地

を
賜
り
、
子
孫
は
大
沼
郡
横
田
を
本
拠

と
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
を
裏
付
け
る
鎌
倉
時
代
の
同
時
代

史
料
は
な
く
、
山
内
氏
は
室
町
時
代
の

同
時
代
史
料
で
あ
る
『
塔
寺
八
幡
宮
長

帳
』
か
ら
も
断
片
的
な
こ
と
し
か
わ
か

り
ま
せ
ん
。
山
内
氏
に
つ
い
て
は
不
明

な
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　
『
塔
寺
八
幡
宮
長
帳
』
と
は

　

会
津
坂
下
町
塔
寺
の
心
清
水
八
幡
神

社
に
伝
わ
る
年
日
記
で
、
現
存
す
る
も

の
は
貞
和
六
年
（
一
三
五
〇
年
）
か
ら

寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
年
）
ま
で
の

二
八
六
年
間
に
わ
た
り
ま
す
。
総
紙
数

一
九
七
枚
、
全
長
約
一
二
〇
ｍ
も
あ
る

の
で
長
帳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

年
日
記
の
裏
書
に
は
、
会
津
や
そ
の
周

辺
の
年
々
の
出
来
事
を
記
し
て
お
り
、

南
北
朝
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の

同
時
代
史
料
で
す
。

『
塔
寺
八
幡
宮
長
帳
』
享
徳
二
年

（
一
四
五
三
年
）
条

　

―
山
内
氏
の
初
見
史
料
―

　

山
内
氏
の
初
見
史
料
は
、『
塔
寺
八
幡

⬇


